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仕様書 

 

１ 委託業務名 

 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館屋外ライトアップ整備委託業務 

 

２ 業務の目的 

 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館（以下、「空宙博」という）の屋外において、来館者

が夕暮れ時から夜のはじめ頃に楽しめると同時に、足元の安全を確保できるよう空港の滑

走路の誘導灯に見立てたライトアップを整備するもの。 

 

３ 履行期間 

 契約締結日から令和４年１２月１６日（金）まで 

 

４ 業務内容 

 （１）設置デザインについて 

・空宙博の屋外ゲートから建物入口までの場所に、空港の滑走路の誘導灯に見立て、

地面にＬＥＤライトを設置すること。 

・設置するＬＥＤライトの種類及び数、配置等は、作業前に県と協議し、決定する。 

  ・ＬＥＤライトの配置、色、数は別添「設置イメージ図」を想定しているが、変更す

る場合は以下に留意し、検討すること。 

＊現状では、屋外ゲートから建物入口まで約１０メートルの幅で２本の白線がひ

かれているため、その２本の白線に沿うことを基本として、ＬＥＤライトを設

置すること。 

＊ＬＥＤライトは合計で３６個以上とし、その色の内訳は白色１８個以上、黄色

８個以上、赤色６個以上、緑色４個以上とする。 

＊実際の滑走路と全く同じにする必要はないが、来館者が見た際に、連想できる

ようなデザインとすること。 

 

  （２）設置するＬＥＤライトについて 

  ・インターロッキングタイプとすること。 

・外形寸法は 197mm×97mm×60mm程度とすること。 

・材質は、上ケースがポリカーボネート、下ケースがアルミダイキャストとすること。 

・太陽電池による給電を可能とし、配線の必要がないものとすること。 

  ・日没時に自動点灯すること。 

・点灯時間は３時間以上とすること。 

  ・ＬＥＤ期待寿命は 40,000時間以上とすること。 

  ・破損時のための予備として、設置個数とは別に、各色１個納品すること。 
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（３）作業について 

  ・既設のインターロッキングブロックと表面の高さが均一になるように設置し、来館

者が躓いたり、転倒したりしないよう、安全に十分配慮すること。 

・設置等の作業日は、県と調整のうえ決定すること。 

 

（４）設置場所 

   岐阜かかみがはら航空宇宙博物館（各務原市下切町５丁目１番地）  

 

５ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）業務完了後の提出物 

受託者は、本業務完了後、すみやかに県に業務完了届を提出すること。 

 

（２）検査 

県は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から 10 日以内に検査をしなけ

ればならない。受託者は検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅滞な

く補正を行い、再検査を受けなければならない。 

 

（３）支払い 

受託者は前項の検査に合格し、業務を完了したときは、所定の手続きに従って契約

金額の支払いを請求するものとする。県は正当な請求書を受理したときは、その日か

ら 30 日以内に契約金額を支払うものとする。なお、契約終了前には前払金等の支払

いを請求することはできない。 

 

（４）関係法令の遵守 

委託業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。 

 

（５）業務の一括再委託の禁止 

受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることが

できない。ただし、業務を効果的・効率的に行う上で必要な一部業務については、県

と協議のうえ、委託することができる。 

 

（６）守秘義務 

受託者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利

益のために利用することはできない。また、業務終了後も同様とする。 

 

（７）立入検査等 

県は事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、

または事務所に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に

質問を行うことができる。 
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（８）その他 

本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業

務を進めるものとする。  

 

６ 業務の継続が困難となった場合の措置について 

（１）受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合  

受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の

取消しができる。そのために、県に損害が生じた場合は、受託者が賠償するものとす

る。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、業務の引

継ぎを行うものとする。 

 

（２）その他の事由により業務の継続が困難となった場合  

災害その他の不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により

業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定

期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解

除できるものとする。なお、契約の解除等により次期受託者に業務を引き継ぐ際は、

円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を延滞なく提供すること。  

 

７ 特記仕様書 

（１）妨害又は不当要求に対する通報義務 

受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に

照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履

行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない

場合は入札参加資格を停止することがある。 

 

（２）不当介入による履行期間の延長 

受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了

することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができる。 

 



設置イメージ図

・長辺は１０ｍ間隔で設置
・使用ライト【計36個】
・白色…18個（片側9個×2）
・黄色… 8個（片側4個×2）
・緑色…  4個
・赤色…  6個 等

(C)各務原市

岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館入口


